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重 要 事 項 説 明 書 

                                                                                                                                                                 

令和６年６月７日現在 

１．事業主体概要 

事 業 主 体 名 野の花会 

法 人 の 種 類 社会福祉法人 

代 表 者 名 理事長 吉井 満寛 

所 在 地 鹿児島県鹿児島市与次郎 1 丁目４－１８ 

資本金（基金） なし 

法 人 の 理 念 

 福祉文化の創造（福祉に文化を）を基本理念とし、お年寄りの生活

全てを文化ととらえ、根拠に基づいた科学的介護、テクノロジー導入、

尊厳あるケア、自立支援を目的としています。 

他 の 介 護 保 険 

関 連 の 事 業 

居宅介護支援事業 

居宅療養管理指導事業 

介護老人福祉施設事業 

介護老人保健施設事業 

訪問看護事業 

訪問介護事業 

訪問リハビリテーション事業 

通所介護事業、通所リハビリテーション事業 

短期入所生活介護事業、短期入所療養介護事業 

小規模多機能型居宅介護事業 

 

他 の 介 護 保 険 

以 外 の 事 業 

介護職員初任者研修 

認知症予防教室、転倒予防教室 

野の花会地域貢献事業、企業主導型保育事業  
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２．ホーム概要 

ホーム名 グループホーム  グルッペ 野の花 

ホームの目的 

 認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭

的な環境の下で食事、入浴、排泄等の日常生活の世話、および日常生

活の中での心身の機能訓練を行うことにより、利用者が安心と尊厳の

ある生活を、その有する能力に応じ可能な限り自立して営むことがで

きるよう支援することを目的とする。 

ホームの運営方針 

１ 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保

険法ならびに関係する厚生省令、告示の趣旨および内容に沿ったもの

とする。 

２ 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者

が必要とするサービスを提供する。 

３ 利用者およびその家族に対し、サービスの内容および提供方法に

ついて分かりやすく説明する。 

４ 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

５ 常に提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

ホームの責任者  管理者  加治佐 政彦 

開設年月日 平成２８年 ２月 １日 

保険事業者指定番号 ４６９０１０１３５９ 

所在地、電話・FAX 番号 
鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目４－１８ 

（電話）099-230-7777  （ＦＡＸ）099-230-7772 

交通の便 
市営バス（12 番線）水産学部前バス停より徒歩２分 

県立鴨池陸上競技場正門前、武道館となり 

敷地概要（権利関係） 土地 １、８５０.６８㎡ （559.83 坪） 

建物概要（権利関係） 構造：鉄筋コンクリート  延床面積：６，４７４.３６㎡ 

居室の概要 
個室９ （18.96 ㎡ 1 室 14.66 ㎡ 3 室、13.43 ㎡ 3 室、12.76

㎡ 1 室、24.08 ㎡ 1 室） 

共用施設の概要 
エレベーターホール 23.60 ㎡  台所 11.75 ㎡  浴室 8.82 ㎡ 

脱衣室 7.54 ㎡  車椅子用トイレ 5.90 ㎡  廊下 80.19 ㎡ 

緊急対応方法 管理者が指揮をとり、全職員が利用者の避難等適切な措置を講ずる。 
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防犯防災設備 

避難設備等の概要 
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災通報装置、  

損害賠償責任保険加入先 （株）福祉保険サービス 

 

３．職員体制（主たる職員） 

職員の職種 基準数  

常勤 非常勤 

保有資格 
研修会受講等 

内 容   

 

専
従 

兼
務

 
 
 

専
従

 
 

 

兼
務

 
 

 

管 理 者 １人  １   介護支援専門員 認知症介護管理者研修 

計画作成担当者 １人  １   介護支援専門員  

看 護 師 人        

介 護 職 員 
日勤帯３

人以上 
７  ２    

 

４．勤務体制 

昼間の体制 
３人以上 早出 7:00～16:00 １人、遅出 13:00～22:00 １人、 

日勤 8:00～17:00 １人、日勤 11:00～20:00 １人、 

夜間の体制 １人 夜勤（22:00～翌 7:00） 

 

５．ホーム利用にあたっての留意事項 

・ 外出または外泊する場合は、所定の書式に外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時

等を届け出てください。 

・ ご家族等の外来者が、入居者と面会する場合は、施設の職員に届け出てください。 

・ 施設で行う健康診断は、特別の理由がない限り受診してください。 

・ 身上に関する重要な変更事項が生じた場合は、速やかに届け出てください。 

・ 次のいずれかに該当すると認めた場合、所定の手続きを経て退居していただきます。 

① 入居者または扶養義務者が退居を申し出たとき。 

② 継続して在所させることが不適当と認めたとき。 

③ 施設の秩序を乱したり、他に著しく影響を及ぼす恐れがあるとき。 

④ その他入居後利用者の状態が変化し、施設の入居条件に該当しなくなったとき。 
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６．サービスおよび利用料等 

保険給付サービス 

食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助等の日常生活上の世話､日常生活の

中での機能訓練､健康管理､相談・援助等 

事業所が提供するサービスの利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によ

るものとし、法定代理受領サービスの場合は介護保険負担割合証に定める割

合の額とする。 

保険対象外サービス 以下のサービスについては、各個人の利用に応じて自己負担となります。 

居室の提供（家賃） ２，０００円／日 

食事の提供 １，４００円／日（食材費） 

その他の費用 

水道光熱費 ３５０円／日 

理美容代 ２，５００円（カット） 

その他、個人で使用した品は実費精算で自己負担となります。 

 

＜基本料金＞１日あたりの自己負担分   １割      ２割      ３割 

          要支援２     ７６１円   １５２２円   ２２８３円 

          要介護１   ７６５円   １５３０円   ２２９５円 

          要介護２   ８０１円   １６０２円   ２４０３円 

          要介護３   ８２４円   １６４８円   ２４７２円 

          要介護４    ８４１円   １６８２円   ２５２３円 

          要介護５   ８５９円   １７１８円   ２５７７円 

（加算について） 

    ○初期加算 

入居して施設の生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから入居日から３０日間

に限って、１日３０単位が加算されます。 

○医療連携体制加算 

入居者の日常的な健康管理を行いながら医療ニーズが対応でき、協力医療機関との連携を確

保しつつ、必要となった場合に適切な対応がとれる看護体制を整備しています。 

医療連携体制加算（Ⅰイ） ５７単位/日 

 （事業所の職員として看護師を常勤換算で１名以上配置している） 

医療連携体制加算（Ⅰロ） ４７単位/日 

（事業所の職員として看護職員を常勤換算で１名以上配置している） 

医療連携体制加算（Ⅰハ） ３７単位/日 

 （事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師 

との連携により、２４時間連絡できる体制を確保していること） 

医療連携体制加算（Ⅱ）   ５単位/日 
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    ○入院時費用加算 ２４６単位/日 

   入院後３ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を

整えている場合、１月に６日を限度として算定します。 

 ○口腔衛生管理体制加算  ３０単位/月 

   歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言や指導を行

っている場合に算定します。 

    ○口腔・栄養スクリーニング加算  ２０単位/回 

   利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに栄養状態について栄養スクリーニングを行い、情報を

文章で共有した場合に算定します。 

    ○栄養管理体制加算    ３０単位/日 

   管理栄養士が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行っている場合

に算定します。 

    ○生活機能向上連携加算 （Ⅰ）１００単位/月 （Ⅱ）２００単位/月  

   理学療法士等が事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同で行った場合

に算定します。  

    ○科学的介護推進体制加算   ４０単位/月 

   入居者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心身の状況等に係る

基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 

○協力医療機関連携加算（以下の①～②の要件を満たす場合は 100 単位/月、それ以外の協力

医療機関の場合は４０単位/月） 

① 入居者等の病状が急変した場合等に、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保していること。 

② 施設等からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 

協力医療機関との間で、入居者等の同意を得て、当該入居者等の病歴等の情報を共有する 

会議を定期的に開催していること。 

○看取り介護加算     

死亡日以前３１～４５日以下   ７２単位/日 

死亡日以前４～３０日以下   １４４単位/日 

死亡日以前２日又は３日    ６８０単位/日 

死亡日           １２８０単位/日 

看取り介護を受けたお年寄りが死亡した場合に、死亡日を含めて加算を算定します。 

○サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位/日 

   入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％

以上、又は常勤職員が７５％以上、又は介護福祉士の占める割合が５０％以上 

○サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１８単位/日 

   入居者に直接提供する職員の総数のうち、介護福祉士の閉める割合が６０％以上 
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○退居時情報提供加算   ２５０単位/回 

   医療機関へ退居する入居者について、医療機関に対して入居者の同意を得て、心身の状

況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者一人につき１回に限り算定します。 

○生産性向上推進体制加算Ⅰ（１月につき 100 単位） 

生産性向上推進体制加算Ⅱの要件を満たし、Ⅱのデータより業務改善の取組による成果が

確認されたこと。見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。職員間の適切な

役割分担の取組等を行っていること。1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を

示すデータの提供を行うこと。 

○生産性向上推進体制加算Ⅱ（１月につき 10 単位） 

入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づい

た改善活動を継続的に行っていること。見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入して

いること。1 年以内ごとに 1 回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこ

と。 

○認知症チームケア推進加算Ⅰ（150 単位/月） 

①施設における入居者の総数のうち周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする

認知症の者の占める割合が 1/2 以上であること。②認知症に関する専門的な研修を経た者

を 1 名以上配置しかつ複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対するチーム

を組んでいること。③個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、結果を測定

し、予防等に資するチームケアを実施していること。④またこのチームケアについて、カ

ンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定

期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

○認知症チームケア推進加算Ⅱ（120 単位/月） 

Ⅰの①、③及び④に掲げる基準に適合すること。認知症の行動・心理症状の予防等に資す

る認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、かつ複数人の介護

職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）（10 単位/月） 

 ・新興感染症発生時等の対応を行う体制を確保していること。 

 ・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め

るとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 

 ・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回

以上参加していること。 

○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）（５単位/月） 

 ・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上

施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 
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○新興感染症等施設療養費（240 単位/日） 

  入居者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合相談対応、診療、入院調整

等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者等に対し、適切な感染対

策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、１月に１回、連続する５日間を

限度として算定する。 

 

○介護職員等処遇改善加算Ⅰ（1 月につき＋所定単位×18.6％） 

介護職員等処遇改善加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配

置していること。 

○介護職員等処遇改善加算Ⅱ（1 月につき＋所定単位×17.8％） 

介護職員等処遇改善加算Ⅲに加え、改善後の賃金年額 440 万円以上が 1 人以上。職場環境

の更なる改善、見える化（見直し）を行う。 

○介護職員等処遇改善加算Ⅲ（1 月につき＋所定単位×15.5％） 

介護職員等処遇改善加算Ⅳに加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備を行う。 

○介護職員等処遇改善加算Ⅳ（1 月につき＋所定単位×12.5％） 

介護職員等処遇改善加算Ⅳの 1/2（4.5％）以上を月額賃金で配分。職場環境の改善（職

場環境等要件）の見直し、賃金体系等の整備及び研修の実施等を行う。 
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7．協力医療機関 

協力医療機関名 

診療科目 

・五反田内科クリニック   （鹿児島市薬師 2-7-62  ℡ 259-2038 ） 

【内科、皮膚科、眼科】 

・ひなたクリニック (鹿児島市谷山中央 2 丁目 4119-48 ℡ 813-8780 ) 

・うえの内科循環器科内科 （鹿児島市山下町 8-3-3F  ℡ 295-6711 ） 

・有馬・藤島内科クリニック（鹿児島市与次郎 1 丁目 3-12 ℡251-6336 ） 

協力医療機関名 

診療科目 

・いまきいれ総合病院  （ 鹿児島市高麗町 43-25 ℡ 252-1090 ） 

【内科・神経内科・脳神経外科・呼吸器科・眼科・外科泌尿器科・皮膚科・

リハビリテーション科・整形外科】 

・米盛病院    （鹿児島市与次郎１丁目 7-1  ℡230-0100 ） 

・今村総合病院  （鹿児島市鴨池新町 11-23   ℡251-2221 ） 

協力医療機関名 

診療科目 

太田歯科医院   （ 鹿児島市鴨池 2-24-14-2Ｆ ℡ 251-7007 ） 

 【歯科】 

松村歯科醫院   （鹿児島市高麗町 41-21  ℡253-3761 ） 

 【歯科】 

 

8.ハラスメント対策 

① 事業者は、本人などの人権の擁護、ハラスメントの防止などのために、次に揚げる

とおりの必要な措置を講じます。 

② 本人が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等迷惑行為、 

セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

③ 事業所の職員に対し、ハラスメントの防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 前 3 項に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

    担当者 管理者 加治佐 政彦 

ハラスメント事例発見時においては、鹿児島市介護支援課、鹿児島市長寿あんしん相談セン

ター、法人に設置されている部署への報告をし、指導や助言を受けます。 

 

9.虐待および身体拘束の防止 

  ① 入居者等の人権の擁護、虐待および身体拘束の防止等のために、次に揚げるとおり 

必要な措置を講じる。 

   ・虐待および身体拘束の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると 

    ともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。 

   ・虐待および身体拘束の防止のための指針を整備する。 

   ・職員に対し、虐待および身体拘束の防止のための研修を定期的に実施する。 

   ・前号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

       担当者 管理者 加治佐 政彦 

   ・虐待および身体拘束事例の発見時においては、鹿児島市介護保険課、鹿児島市長寿 

あんしん相談センターへの報告をし、指導や助言を受けます。 

・成年後見制度の利用を支援する。 
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10.業務継続計画の策定 

① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する介護サービスの 

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため 

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必 

要な措置を講じるものとする。  

② 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 

訓練を定期的に実施するものとする。  

③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 

11.衛生管理等 

  ① 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号 

に掲げる措置を講じるものとする。  

・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月 

に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。  

・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。  

・事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び 

訓練を定期的に実施する。 
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12.苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。または、備え付けの

用紙、管理者宛ての文書で、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ること

ができます。また、当法人は第三者委員制度を設け、施設外の第三者委員が直接ご相談も

お受けします。 

第三者委員：久木田 敏  ０９９３－７２－９４０６ 

賦句 辰治  ０９９６－２２－０４５２ 

 

○苦情受付窓口（担当者）   管理者  加治佐 政彦 

          （電話）   ０９９－２３０－７７７７   

  ○受付時間    毎日    ９：００～１８：００ 

（その他の時間帯については携帯電話等により対応します） 

 

○行政機関その他苦情受付機関 

ホーム苦情相談窓口 担当者氏名：加治佐 政彦 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

機関名：鹿児島市役所 健康福祉局すこやか長寿部 介護保険課給付係 

鹿児島市山下町１１番１号 

（電話）099-216-1280    FAX 099-219-4559 

（受付時間）8：30～17：15 

 

 

機関名：鹿児島県国民健康保険団体連合会（国保連）  

介護保険課介護相談室 

鹿児島市鴨池新町６番６号 鴨池南国ビル７階 

（電話）099-213-5122    FAX 099-213-0817 

（受付時間）9：00～17：00 

 

 

機関名：鹿児島県社会福祉協議会長寿社会推進部 

福祉サービス運営適正化委員会 

    鹿児島市鴨池新町 1 番７号 県社会福祉センター５階 

（電話）099-286-2200    FAX 099-257-5707 

（受付時間）9：00～16：00 
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令和  年  月  日  

 

 

    認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項 

の説明を行いました。 

 

 

（事業者） 

                       ホーム名 グルッペ 野の花 

 

             住  所 鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目４番１８号   

             説明者名  管理者   加治佐 政彦       ○印  

             電話番号  099-230-7777 

 

 

       私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明・交付を受け、サービスの内容 

に同意しました。 

 

 

 

（ご利用者:契約者） 

              住所 

 

             氏名                        ○印  

 

 

 

（代理人・身元引受人） 

               住所 

 

             氏名                                                ○印  

               （ 続柄            ） 

 

 

 


